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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月13日(2019.11.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　＜実施形態１＞
　本明細書に開示された技術の実施形態１について、図１から図１９を参照しつつ説明す
る。本実施形態に係るスライド配線装置１０は、ワイヤーハーネス配索装置１１と、レー
ル１２と、スライダ１３と、を備える。本実施形態のスライド配線装置１０は、自動車等
の車両（図示せず）の車体（図示せず）とシート１４との間にワイヤーハーネス１５を配
索するものである。以下では、図１のＸ方向を右方、Ｙ方向を前方、Ｚ方向を上方として
説明する。複数の同一部材については、一の部材にのみ符号を付し、他の部材については
符号を省略する場合がある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
（係合手段２２）
　図１９に示すように、プロテクタ２１と、ケース１６とは、係合手段２２により、着脱
可能に係合されている。本実施形態に係る係合手段２２は、ケース１６の開口部３０の孔
縁部から後方に延びて形成された係合部４３と、プロテクタ２１の後端部であって、係合
部４３と対応する位置から前方に延びて形成された被係合部４４である。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　図１０に示すように、係合部４３は、ケース１６の開口部３０の孔縁部のうち、右側縁
に形成されている。なお、係合部４３が開口部３０の孔縁部に設けられているとは、係合
部４３が開口部３０の孔縁部から連続して延びるように形成された場合を含むと共に、係
合部４３が開口部３０の孔縁部に形成されていると実質的に認められる程度に近接して設
けられている場合を含む。図１１に示すように、係合部４３は前後方向に延びる基壁４５
を有する。基壁４５の壁面は、上下方向に沿って延びている。図１０、図１１、及び図１
２に示すように、基壁４５の左側面には、上端縁、前端縁、及び下端縁から左方に突出す
ると共に、被係合部４４の側縁を収容可能な溝部４６が形成されている。基壁４５と、溝
部４６との間に囲まれた空間内に、プロテクタ２１の被係合部４４の上端縁、前端縁、及
び下端縁が挿入されるようになっている。基壁４５のうち、左側面には、左方に突出する
係合突起４７が設けられている。基壁４５のうち、右側面には、前後方向に延びると共に
右方に突出する補強リブ４８が設けられている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　図５及び図７に示すように、被係合部４４は、プロテクタ２１の後端部のうち、右側の
側壁から前後方向に延びて形成されている。被係合部４４は、左右方向に弾性変形可能な
板状をなしている。被係合部４４の右側面には、上下方向に延びる係合溝４９が形成され
ている。この係合溝４９に係合部４３の係合突起４７が後方から係合することにより、プ
ロテクタ２１がケース１６に対して後方に移動することが規制されるようになっている。
被係合部４４の前端部は、上下方向について先細り形状をなしている。これにより、ケー
ス１６の係合部４３に形成された溝部４６に進入しやすくなっている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　電線１７を外装体１８の筒状のユニット１９の内部に挿通させる。外装体１８の一方の
端部と、この端部から導出された電線１７とを、第１部材３１及び第２部材３２で挟持す
ることにより、外装体１８の一方の端部にプロテクタ２１を装着する。これにより、ワイ
ヤーハーネス１５が完成する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　ケース１６に設けられた係合部４３に、後方から前方へと、プロテクタ２１の被係合部
４４を接近させる。被係合部４４の前端部のうち、上下両側縁が、係合部４３の後端部の
上下両側縁に形成された溝部４６の内部に進入する。
【手続補正７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　本実施形態に係るスライド配線装置１０は、ワイヤーハーネス配索装置１１と、ケース
１６の開口部３０に一方の端部が配されると共に、開口部３０からワイヤーハーネス１５
が導出される方向に沿って延びるレール１２と、レール１２に対してスライド可能に配さ
れると共に、プロテクタ２１と固定されたスライダ１３と、を備えている。このように、
ワイヤーハーネス配索装置１１を、スライド配線装置１０に適用することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
（２）本実施形態では、ケース１６に設けられた係合部４３が、電線１７がケース１６か
ら導出される方向に沿って延出される構成としたが、これに限られず、プロテクタ２１に
設けられた被係合部４４が、電線１７がケース１６から導出される方向に沿って延出され
ている形態としてもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
（３）本実施形態においては、係合手段２２によるケース１６とプロテクタ２１との係合
が解除される方向は、開口部３０から電線１７が導出される方向に平行であったが、これ
に限られず、例えば、係合手段２２がクリップの場合のように、開口部３０から電線１７
が導出される方向と交差する方向に沿ってクリップをケース１６及びプロテクタ２１から
離脱させる構成としてもよい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
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【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】

【手続補正１２】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１２】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
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【補正対象項目名】図１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１９】
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